
 

                           議 案 第 ４ ３ 号     

 

 

      磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について       

 

    磐田市税条例等の一部を改正する条例を別紙のように制定するものと    

する。 

 

     令和４年６月９日提出 

 

                       磐田市長 草 地 博 昭      

 















































令和４年６月議会 

 議案第 43 号 磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について 補足資料 

磐田市税条例等の一部を改正する条例の概要 

企画部 市税課 

１ 個人市民税 

  住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の適用期限の延長 

〔附則第 13 条の 2の 2、附則第 59 条〕 

 

所得税の住宅ローン控除の適用期限が４年延長されたことに伴い、個人住民税

の適用期限及び居住年を改正するものです。 

 

個人住民税における住宅ローン控除は、所得税の住宅ローン控除の適用を受け

ることとなった者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれ

なかった額を、個人住民税における控除限度額の範囲内（所得税の課税総所得金

額等の 5％（最高 9.75 万円））で翌年度分の個人住民税から控除する措置を講ずる

ものです。 

 

この措置による減収額については、全額国費で補填されます。 

 
  上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致 

〔第 18 条、第 24 条、附則第 31 条の 2、附則第 44 条の 2、附則第 44 条の 3〕 

 

  上場株式等の配当及び譲渡所得について、現行制度においては、所得税と個

人住民税において異なる課税方式の選択が可能となっていますが、所得税と個

人住民税が一体として制度設計されてきたことを踏まえ、課税方式を一致させ

ることとされたことから、所要の改正を行うものです。   
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